
 

「法律（択一式）」の出題について 
（大阪府職員採用試験（大学卒程度）行政・警察行政 第２次試験科目） 

 

○ 「憲法」「民法」「行政法」（計 20題、内訳は非公表とします。）の択一式の問題を出題します。 

 

○ 出題する全ての問題（20題）に解答する方式です。 

 

 

※注意 

受験申込みの際、第２次試験の受験科目を「見識（論文）」「法律（択一式）」「情報（記述式）」

のいずれか１科目を選択していただきます。 

受験申込み受付期間終了後に、選択した科目は変更できません。 

例 題 

 

憲法第 20条の信教の自由に関する記述として、最高裁判例に照らし、最も適切なものはどれか。 

 

１.宗教上の人格権である静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送るべき利益は、何人にとっても、こ

れを直ちに法的利益として認めることができる性質のものと考えるべきである。 
 
 

２.政教分離規定については、国家と宗教との分離について、信教の自由を直接的に保障するもので

あると考えられており、単なる制度的保障の規定とはみなされていない。 
 
 

３.信仰上の真摯な理由から剣道実技に参加することができない学生に対し、代替措置として他の

体育実技の履修等を求めた上で、その成果に応じた評価をすることは、特定の宗教を援助、助長、

促進する効果を有するため違憲である。 
 
 

４.憲法の禁止する宗教的活動とは、国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべて

の行為を指すとされている。  
 
 

５.宗教法人法による宗教法人の解散命令の制度は、専ら宗教法人の世俗的側面を対象としており、

宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かいする意図によるものではないと考えられている。 

 

 

【正答：５】 


